
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  租税条約に基づく情報交換事績 

Ｑ：租税条約に基づく情報交換事績が公表

されたそうですが、どのような内容だったの

ですか？ 

 

Ａ：次のような内容でした。 

【解説】 

さきごろ、国税庁から租税条約等に基づく

情報交換事績が公表されました。租税条約等

に基づく情報交換は、適正・公平な課税を実

現するため、外国の税務当局と行われている

ものです。概要は次のとおりです。 

 ①要請に基づく情報交換 

  平成22年度の「要請に基づく情報交換」の

要請件数は646件で、前年度(315件)の２倍

超でした。このうち、アジア・大洋州の国・

地域向けの要請が443件で、全体の約7割を

占めています。 

 ②自発的情報交換 

  平成22年度の「自発的情報交換」件数は

1,260件で、このうちアジア・大洋州向けが

644件と全体の5割超を占めています。「自

発的情報交換」とは、例えば、自国の納税

者に対する調査等の際に入手した情報で外

国税務当局にとって有益と認められる情報

を自発的に提供するものをいいます。 

 ③自動的情報交換 

  平成22年度の「自動的情報交換」件数は、

約16万6千件でした。「自動的情報交換」と

は、法定調書等から把握した非居住者への

利子・配当等の支払等に関する情報を、そ

の支払国の税務当局から受領国の税務当局

へ定期的に送付するものをいいます。 
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